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１ 【自己株券買付状況報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年６月８日に提出いたしました自己株券買付状況報告書（報告期間　自　2026年５月１日　至　2026年５月31

日）の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため自己株券買付状況報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

　

２ 【訂正事項】

「表紙」　「報告期間」

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

「報告期間」　　自　2026年５月13日　至　2026年５月31日

 
（訂正後）

「報告期間」　　自　2026年５月１日　至　2026年５月31日
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